
 

令和元年度 中部圏域障がい者地域自立支援協議会 第 9 回運営会議録 

 

              日時 令和２年 2 月 18 日（火）13：30～14：30 

場所 在宅医療福祉センター 4 階会議室 

 

参加者 8 名   山崎（倉吉市） 中井（琴浦町） 佐々木（三朝町） 

山下（湯梨浜町）  

事務局 河本・髙島（司会・記録） 

１ 報告事項 

○ 市町部会より 

倉吉市：2 月 15 日に福祉研究学会に参加した。精神障がい者の居場所作りとして、鳥取市でカフ

ェを運営されている事例を学んだ。 

    障がい啓発として講師をしていただけるかアンケートを実施。20 以上の関係機関から可

能だと回答があった。今後リストを作成し、教育機関・企業へ配布する。 
 

三朝町：3 月に自立支援協議会実施予定である。  
 

琴浦町：町内の就労継続支援Ｂ型事業所の連絡会を実施した。 Ｂ型事業所の役割として、障がい

のある方の一般就労への支援があることを再確認した。それぞれの現状や課題について話

し合いを行った。 
 

湯梨浜町：自立支援協議会の任期は 2 月まで。委員の改選を行う。3 月 11 日の全体会は旧体制で

出席する。 
 

○ 課題別部会より 

相談支援事業所連絡会子ども部会ワーキング：1 月 31 日に実施。 

次年度の活動内容を検討。 

サービス提供事業所同士の連携。情報共有、困難ケースの検討。県や教育機関など福祉事業所以外

との意見交換を実施することを検討した。 
 

就労支援部会：2 月１2 日に実施。 

事業所経営・就労環境について、次年度の活動内容を検討。 

県の就労支援部会の活動報告を行った。 

相談支援専門員との意見交換会、障がい特性に応じた支援方法のケース検討、県の就労支援部会担

当者との意見交換を実施することを検討した。 

２ 協議事項 

○ 中部圏域地域自立支援協議会 委員改選について 

次年度委員改選となる。 

委員変更となる方について報告。他委員について意見を求める。 

 

運営会議録は中部圏域自立支援協議会ホームページ 年度別活動報告 にも掲載しております。 

ホームページアドレス https://chubujiritu.info/  

  

 

鳥取中部自立協 

https://chubujiritu.info/


・精神障がい者家族会については 「倉吉 → 中部」 と交代で担当していただかなくても良いか？

（育成会、知的障がい者相談員、民生児童委員は交代で担当してもらっている） 

➡ 家族会に確認する。 

・障がい福祉サービス事業所関係については、複合してサービスを提供されている事業所に担当して

いただいたらどうか？そうすることで協議会の活動内容を多くの事業所に伝達することができる。 

➡ 複合してサービス事業所をピックアップし、次回検討する。 
 

○ 基幹相談支援センターの役割について 

鳥取県自立支援協議会内で、鳥取県内 3 ヶ所の基幹相談支援センターの連絡会が実施された。 

今後は相談支援の体制整備、行政との連携等について圏域でばらつきが無いよう、連携を図る。ま

た、次年度より相談支援専門員初任者研修・現任者研修において基幹相談支援センターでの実習が

カリキュラムに新設された。実習方法についても情報共有を行う。 
 

中部では次年度体制整備を行いたい。計画相談支援の後方支援、自立支援協議会との協働に取り組

みたいと考えている。 

➡ 基幹相談支援センターに求める役割については、市町担当者会議で整理する。 
 

○ 鳥取県自立支援協議会への課題提出について 

・特別支援学校の通学支援について 

倉吉養護学校に具体的な人数の把握を行った。 

教育課の制度なので、養護学校や家族から要望していただくことも検討してはどうか？ 

・居宅介護サービス事業所の不足 

ホームヘルプサービス連絡会として、居宅介護事業所の訪問し現状と課題を確認した。 

人材不足があり、移動距離や移動時間、拘束時間の長いサービスは経営上対応することが難しい

とのこと。加算等、報酬の見直し検討を要望する。 

現状として、希望通りにサービスを利用できていない方の人数を調査する。 

・相談支援事業所における利用者へのかかわりについて 

サービス利用支援、継続サービス利用支援でしか報酬がない。自立に係る支援を行った場合等、

相談員に給付費が出る仕組みにならないか要望する。 

3 その他 

○ 第 2 回全体会について 

各市町の資料提出をお願する。 

グループワークでは自立支援協議会活動の伝達・情報共有の方法について行う。 

○ 医療的ケアの必要な障がい児者支援部会開催について 

2 月下旬から 3 月上旬にかけて実施予定。今後日程調整を行う。 

○ 運営会議資料について 

次回の運営会議の資料について、ページを印字すること。参加者名簿を添付することとする。  

 

次回の運営会議予定 ･･･（毎月第 3 火曜日予定） 

日時：令和 2 年 3 月 17 日（火） 13:30～15:00 

    場所：アゼリア４階 会議室 


